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１. はじめに 

米国特許出願明細書等（クレームを含む）は、英語で記載されていることが求められていますが、仮出願およ

び通常の特許出願においては、出願時に日本語等の非英語言語で記載されたものを提出し、それらの英訳文を追

完することが可能です。 

 

また、パリ条約に基づく優先権を主張した米国出願またはPCTに基づく米国国内段階移行出願の英文明細書等

に誤訳が存在する場合、基礎出願の明細書またはＰＣＴ出願の明細書（いずれも日本語等の非英語言語で記載さ

れている）に基づいてに誤訳訂正ができるかどうかという問題があります。 

 

米国特許法及びその関連規則には、誤訳訂正書に関する規定がなく、誤訳訂正は補正手続で対応することが出

願人に認められています。 

 

以下に、誤訳訂正の可否について、出願形態ごとに以下に説明します。 
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